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○
輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
核
兵
器
等
の
開
発
等
に
用
い
ら
れ
る
お
そ
れ
が
特
に
大
き
い
貨
物
）

（
核
兵
器
等
の
開
発
等
に
用
い
ら
れ
る
お
そ
れ
が
特
に
大
き
い
貨
物
）

第
十
四
条

法
第
六
十
九
条
の
七
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

第
十
四
条

法
第
六
十
九
条
の
六
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

る
貨
物
は
、
別
表
第
一
の
一
の
項
（
（
五
）
、
（
六
）
及
び
（
十
）
か
ら

る
貨
物
は
、
別
表
第
一
の
一
の
項
（
（
五
）
、
（
六
）
及
び
（
十
）
か
ら

（
十
二
）
ま
で
を
除
く
。
）
及
び
同
表
の
二
か
ら
四
ま
で
の
項
の
中
欄
に

（
十
二
）
ま
で
を
除
く
。
）
及
び
同
表
の
二
か
ら
四
ま
で
の
項
の
中
欄
に

掲
げ
る
貨
物
（
核
兵
器
等
を
除
く
。
）
と
す
る
。

掲
げ
る
貨
物
（
核
兵
器
等
を
除
く
。
）
と
す
る
。
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○
外
国
為
替
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
核
兵
器
等
の
開
発
等
に
用
い
ら
れ
る
お
そ
れ
が
特
に
大
き
い
技
術
等
）

（
核
兵
器
等
の
開
発
等
に
用
い
ら
れ
る
お
そ
れ
が
特
に
大
き
い
技
術
等
）

第
二
十
七
条

法
第
六
十
九
条
の
七
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定

第
二
十
七
条

法
第
六
十
九
条
の
六
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定

め
る
ロ
ケ
ッ
ト
又
は
無
人
航
空
機
は
、
核
兵
器
又
は
軍
用
の
化
学
製
剤
若

め
る
ロ
ケ
ッ
ト
又
は
無
人
航
空
機
は
、
核
兵
器
又
は
軍
用
の
化
学
製
剤
若

し
く
は
細
菌
製
剤
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
散
布
の
た
め
の
装
置
を
運
搬
す
る

し
く
は
細
菌
製
剤
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
散
布
の
た
め
の
装
置
を
運
搬
す
る

こ
と
が
で
き
る
ロ
ケ
ッ
ト
又
は
無
人
航
空
機
で
あ
つ
て
、
そ
の
射
程
又
は

こ
と
が
で
き
る
ロ
ケ
ッ
ト
又
は
無
人
航
空
機
で
あ
つ
て
、
そ
の
射
程
又
は

航
続
距
離
が
三
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
と
す
る
。

航
続
距
離
が
三
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
と
す
る
。

２

法
第
六
十
九
条
の
七
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
技
術

２

法
第
六
十
九
条
の
六
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
技
術

は
、
別
表
の
一
か
ら
四
ま
で
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
技
術
（
輸
出
貿
易
管

は
、
別
表
の
一
か
ら
四
ま
で
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
技
術
（
輸
出
貿
易
管

理
令
別
表
第
一
の
一
の
項
（
五
）
、
（
六
）
及
び
（
十
）
か
ら
（
十
二
）

理
令
別
表
第
一
の
一
の
項
（
五
）
、
（
六
）
及
び
（
十
）
か
ら
（
十
二
）

ま
で
に
掲
げ
る
貨
物
並
び
に
核
兵
器
等
の
設
計
、
製
造
又
は
使
用
に
係
る

ま
で
に
掲
げ
る
貨
物
並
び
に
核
兵
器
等
の
設
計
、
製
造
又
は
使
用
に
係
る

技
術
を
除
く
。
）
と
す
る
。

技
術
を
除
く
。
）
と
す
る
。
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○
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
の
適
正
な
取
扱
い
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
九
年
政
令
第
二
百
八
十
二
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
）

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八

五

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八

号
。
第
六
十
九
条
の
七
、
第
六
十
九
条
の
八
第
一
項
（
第
四
号
に
あ
っ

号
。
第
六
十
九
条
の
六
、
第
六
十
九
条
の
七
第
一
項
（
第
四
号
に
あ
っ

て
は
同
法
第
四
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
十
条
第
一
項
の

て
は
同
法
第
四
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
十
条
第
一
項
の

閣
議
決
定
を
実
施
す
る
た
め
に
課
さ
れ
た
承
認
を
受
け
る
義
務
に
係
る

閣
議
決
定
を
実
施
す
る
た
め
に
課
さ
れ
た
承
認
を
受
け
る
義
務
に
係
る

部
分
、
第
五
号
に
あ
っ
て
は
同
法
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
同
項
の

部
分
、
第
五
号
に
あ
っ
て
は
同
法
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
同
項
の

閣
議
決
定
を
実
施
す
る
た
め
に
課
さ
れ
た
承
認
を
受
け
る
義
務
に
係
る

閣
議
決
定
を
実
施
す
る
た
め
に
課
さ
れ
た
承
認
を
受
け
る
義
務
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
項
並
び
に
第
七
十
条
第
一
項
（
第
三
号
（

部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
項
並
び
に
第
七
十
条
第
一
項
（
第
三
号
（

同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
十
条
第
一
項
の
閣
議
決

同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
十
条
第
一
項
の
閣
議
決

定
が
行
わ
れ
た
と
き
に
課
さ
れ
た
許
可
を
受
け
る
義
務
に
係
る
部
分
に

定
が
行
わ
れ
た
と
き
に
課
さ
れ
た
許
可
を
受
け
る
義
務
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
、
第
七
号
（
同
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法

限
る
。
）
、
第
七
号
（
同
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法

第
十
条
第
一
項
の
閣
議
決
定
が
行
わ
れ
た
と
き
に
課
さ
れ
た
許
可
を
受

第
十
条
第
一
項
の
閣
議
決
定
が
行
わ
れ
た
と
き
に
課
さ
れ
た
許
可
を
受

け
る
義
務
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
十
四
号
（
同
法
第
二
十
四
条

け
る
義
務
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
十
四
号
（
同
法
第
二
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
十
条
第
一
項
の
閣
議
決
定
が
行
わ
れ
た

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
十
条
第
一
項
の
閣
議
決
定
が
行
わ
れ
た

と
き
に
課
さ
れ
た
許
可
を
受
け
る
義
務
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第

と
き
に
課
さ
れ
た
許
可
を
受
け
る
義
務
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第

十
六
号
、
第
十
八
号
（
同
法
第
二
十
五
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
法

十
六
号
、
第
十
八
号
（
同
法
第
二
十
五
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
法

第
十
条
第
一
項
の
閣
議
決
定
が
行
わ
れ
た
と
き
に
課
さ
れ
た
許
可
を
受

第
十
条
第
一
項
の
閣
議
決
定
が
行
わ
れ
た
と
き
に
課
さ
れ
た
許
可
を
受

け
る
義
務
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
十
九
号
、
第
二
十
号
、
第
三

け
る
義
務
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
十
九
号
、
第
二
十
号
、
第
三

十
二
号
、
第
三
十
五
号
及
び
第
三
十
六
号
（
同
法
第
四
十
八
条
第
三
項

十
二
号
、
第
三
十
五
号
及
び
第
三
十
六
号
（
同
法
第
四
十
八
条
第
三
項

に
係
る
部
分
に
あ
っ
て
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
十
条
第
一
項
の

に
係
る
部
分
に
あ
っ
て
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
十
条
第
一
項
の
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閣
議
決
定
を
実
施
す
る
た
め
に
課
さ
れ
た
承
認
を
受
け
る
義
務
に
係
る

閣
議
決
定
を
実
施
す
る
た
め
に
課
さ
れ
た
承
認
を
受
け
る
義
務
に
係
る

部
分
、
同
法
第
五
十
二
条
に
係
る
部
分
に
あ
っ
て
は
同
条
の
規
定
に
よ

部
分
、
同
法
第
五
十
二
条
に
係
る
部
分
に
あ
っ
て
は
同
条
の
規
定
に
よ

り
同
項
の
閣
議
決
定
を
実
施
す
る
た
め
に
課
さ
れ
た
承
認
を
受
け
る
義

り
同
項
の
閣
議
決
定
を
実
施
す
る
た
め
に
課
さ
れ
た
承
認
を
受
け
る
義

務
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
項
の

務
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
項
の

規
定
に
限
る
。
）

規
定
に
限
る
。
）

六
～
二
十
七

（
略
）

六
～
二
十
七

（
略
）

二
十
八

組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法

二
十
八

組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
六
号
。
第
三
条
（
第
一
項
第
七
号
か

律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
六
号
。
第
三
条
（
第
一
項
第
七
号
か

ら
第
十
号
ま
で
、
第
十
二
号
及
び
第
十
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

ら
第
十
号
ま
で
、
第
十
二
号
及
び
第
十
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

、
第
四
条
（
同
法
第
三
条
第
一
項
第
七
号
、
第
九
号
及
び
第
十
号
に
係

、
第
四
条
（
同
法
第
三
条
第
一
項
第
七
号
、
第
九
号
及
び
第
十
号
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
六
条
（
第
一
項
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る

る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
六
条
（
第
一
項
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る

。
）
並
び
に
第
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
（
い
ず
れ
も
同
法
別
表

。
）
並
び
に
第
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
（
い
ず
れ
も
同
法
別
表

第
四
第
一
号
（
同
法
別
表
第
三
第
一
号
（
同
法
第
三
条
（
第
一
項
第
七

第
四
第
一
号
（
同
法
別
表
第
三
第
一
号
（
同
法
第
三
条
（
第
一
項
第
七

号
か
ら
第
十
号
ま
で
、
第
十
二
号
及
び
第
十
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る

号
か
ら
第
十
号
ま
で
、
第
十
二
号
及
び
第
十
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る

。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
、
ニ
（
刑
法

。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
、
ニ
（
刑
法

第
百
八
条
、
第
百
九
条
第
一
項
及
び
第
百
十
七
条
第
一
項
前
段
に
係
る

第
百
八
条
、
第
百
九
条
第
一
項
及
び
第
百
十
七
条
第
一
項
前
段
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
、
ヘ
、
チ
（
刑
法
第
百
四
十
六
条
前
段
に
係
る
部
分

部
分
に
限
る
。
）
、
ヘ
、
チ
（
刑
法
第
百
四
十
六
条
前
段
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
、
ソ
（
刑
法
第
二
百
二
十
六
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

に
限
る
。
）
、
ソ
（
刑
法
第
二
百
二
十
六
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

及
び
ネ
（
刑
法
第
二
百
三
十
六
条
及
び
第
二
百
三
十
九
条
に
係
る
部
分

及
び
ネ
（
刑
法
第
二
百
三
十
六
条
及
び
第
二
百
三
十
九
条
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
、
第
三
号
、
第
六
号
、
第
十
六
号
（
外
国
為
替
及
び
外
国

に
限
る
。
）
、
第
三
号
、
第
六
号
、
第
十
六
号
（
外
国
為
替
及
び
外
国

貿
易
法
第
六
十
九
条
の
八
第
一
項
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
同
項
第

貿
易
法
第
六
十
九
条
の
七
第
一
項
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
同
項
第

四
号
に
あ
っ
て
は
同
法
第
四
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
十

四
号
に
あ
っ
て
は
同
法
第
四
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
十

条
第
一
項
の
閣
議
決
定
を
実
施
す
る
た
め
に
課
さ
れ
た
承
認
を
受
け
る

条
第
一
項
の
閣
議
決
定
を
実
施
す
る
た
め
に
課
さ
れ
た
承
認
を
受
け
る

義
務
に
係
る
部
分
、
同
法
第
六
十
九
条
の
八
第
一
項
第
五
号
に
あ
っ
て

義
務
に
係
る
部
分
、
同
法
第
六
十
九
条
の
七
第
一
項
第
五
号
に
あ
っ
て

は
同
法
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
十
条
第
一
項
の
閣
議
決
定

は
同
法
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
十
条
第
一
項
の
閣
議
決
定

を
実
施
す
る
た
め
に
課
さ
れ
た
承
認
を
受
け
る
義
務
に
係
る
部
分
に
限

を
実
施
す
る
た
め
に
課
さ
れ
た
承
認
を
受
け
る
義
務
に
係
る
部
分
に
限
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る
。
）
、
第
十
七
号
（
電
波
法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
人

る
。
）
、
第
十
七
号
（
電
波
法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
人

命
の
保
護
又
は
治
安
の
維
持
の
用
に
供
す
る
無
線
設
備
に
係
る
部
分
に

命
の
保
護
又
は
治
安
の
維
持
の
用
に
供
す
る
無
線
設
備
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
、
第
二
十
九
号
、
第
三
十
二
号
、
第
三
十
四
号
（
関
税
法
第

限
る
。
）
、
第
二
十
九
号
、
第
三
十
二
号
、
第
三
十
四
号
（
関
税
法
第

百
九
条
第
一
項
（
同
法
第
六
十
九
条
の
十
一
第
一
項
第
二
号
、
第
三
号

百
九
条
第
一
項
（
同
法
第
六
十
九
条
の
十
一
第
一
項
第
二
号
、
第
三
号

、
第
五
号
及
び
第
五
号
の
二
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お

、
第
五
号
及
び
第
五
号
の
二
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
、
第
百
九
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
六
十
九
条
の
十
一

い
て
同
じ
。
）
、
第
百
九
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
六
十
九
条
の
十
一

第
一
項
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
五
号
の
二
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以

第
一
項
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
五
号
の
二
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
第
百
十
二
条
第
一
項
（
同
法
第
百

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
第
百
十
二
条
第
一
項
（
同
法
第
百

九
条
第
一
項
及
び
第
百
九
条
の
二
第
一
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に

九
条
第
一
項
及
び
第
百
九
条
の
二
第
一
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
十
六
号
、
第
四
十
号
、
第
四
十
二
号
、

係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
十
六
号
、
第
四
十
号
、
第
四
十
二
号
、

第
五
十
号
、
第
五
十
四
号
、
第
五
十
六
号
、
第
五
十
八
号
、
第
六
十
号

第
五
十
号
、
第
五
十
四
号
、
第
五
十
六
号
、
第
五
十
八
号
、
第
六
十
号

か
ら
第
六
十
二
号
ま
で
、
第
七
十
一
号
、
第
七
十
二
号
、
第
七
十
八
号

か
ら
第
六
十
二
号
ま
で
、
第
七
十
一
号
、
第
七
十
二
号
、
第
七
十
八
号

、
第
七
十
九
号
、
第
八
十
二
号
並
び
に
第
八
十
七
号
か
ら
第
八
十
九
号

、
第
七
十
九
号
、
第
八
十
二
号
並
び
に
第
八
十
七
号
か
ら
第
八
十
九
号

ま
で
の
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規

ま
で
の
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規

定
に
限
る
。
）

定
に
限
る
。
）

二
十
九
～
三
十
六

（
略
）

二
十
九
～
三
十
六

（
略
）


